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防衛庁 2120010 防災・危機管理に関す
る権限移譲

　現在、災害・危機管理
に関する法令は、交通・
通信・エネルギー等、関
係各省庁が個別に所管
しているが、国家行政組
織法第２条第２項、内閣
府設置法第５条第２項の
精神を踏まえ、官庁間協
力により、政府として連
携して対応している。

C Ⅰ

　「関西広域・危機管理機構（仮称）」がいかなる組織であり、具体的に当
庁が所管する自衛隊法をどのように改正することが必要であり、また、ど
のような国及び府県の権限を「関西州（産業再生特区）」に移譲すること
によってあらゆる災害に対応できるようにするのかが明らかではないた
め、同機構の組織内容、権限等を明らかにした上で、権限移譲等の妥当
性を慎重に検討すべきである。
　仮に、提案主体者の意図が、自衛隊法第８３条第１項における自衛隊
への災害派遣要請権について都道府県等から同機構に権限を移譲する
ことを想定しているものである場合、各府県及び同機構の関係によって
は、自衛隊の災害派遣活動に混乱を来し、適切な災害対応の障害となる
おそれがあり、救援活動を効果的かつ効率的に実施することが出来なく
なるということが想定される。
　いずれにしても、同機構と現在自衛隊への災害派遣要請権をもつ都道
府県知事との関係が如何なるものになるか、また、同機構が都道府県知
事等以上に被害状況等を全般的に掌握できる立場にあるか等の観点か
ら、今後、同機構の組織内容、権限等を明らかにした上で、慎重な検討
が必要である。
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広域的な防
災・危機管理
体制の構築

○「関西広域防災・危
機管理機構(仮称）」が
あらゆる災害に対応で
きるようにするため、
災害対策基本法はじめ
所要の法令等を改正す
ること。

○非常時に権限の集中
が行えるよう、防災、
災害救助、伝染病予防
等に関する国および府
県の権限を必要に応じ
て「関西州（産業再
生）特区」に移譲する
こと
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